
 

第 2 回 一橋大学本番レベル模試 歴史総合・世界史探究 

採点基準 

全 3 問 120 分 150 点満点 

Ⅰ（50 点） 

採点基準 

Ⅰ（基準の合計 66 点→50 点満点） 

＊ 空間的な膨張の社会的背景（基準の合計 33 点→22 点満点） 

1. 〔社会の安定化①〕（西ヨーロッパへの）異民族の侵入が止んだ 3 点 

 異民族に触れずに「社会が安定した」のように書いた場合は 2 点のみ 

2. 〔社会の安定化②〕（①の具体例として）マジャール人／ノルマン人 1 点 

3. 〔農業の発展①〕気候が温暖になった 3 点 

4. 〔農業の発展②〕重量有輪犂／鉄製農具／水車が改良された／普及した 3 点 

 具体的な農具に触れなかった場合は 2 点のみ（例：「農業技術が改良された」） 

5. 〔農業の発展③〕三圃制が普及した 3 点 

6. 〔農業の発展④〕開墾運動が起きた／開墾が活発化した 3 点 

7. 〔農業の発展⑤〕（開墾運動の中心は）シトー修道会 1 点 

8. 〔農業の発展⑥〕（①／②／③／④により）農業生産力／収穫量／人口が増えた 5 点 

 ①②③④のいずれかを理由や背景として示せていない場合は 3 点のみ 

9. 〔宗教的情熱①〕（キリスト教の）宗教的情熱／信仰心が高まった 5 点 

10. 〔宗教的情熱②〕（①の背景）終末論が流行した 3 点 

11. 〔宗教的情熱③〕（①により）聖地への巡礼が流行した 3 点 

 

＊ イベリア半島への膨張と政治的変動（基準の合計 33 点→22 点満点） 

12. 〔レコンキスタ①〕イベリア半島では国土回復運動（レコンキスタ）が展開された 3 点 

13. 〔レコンキスタ②〕キリスト教勢力が国土回復運動（レコンキスタ）を行った 3 点 

14. 〔レコンキスタ③〕国土回復運動（レコンキスタ）はイスラーム勢力に対して行われた 3 点 

15. 〔レコンキスタ④〕カスティリャ王国が（運動の過程で）成立した／運動を進めた 3 点 

16. 〔レコンキスタ⑤〕アラゴン王国が（運動の過程で）成立した／運動を進めた 3 点 

17. 〔レコンキスタ⑥〕ポルトガル王国が（運動の過程で）成立した／運動を進めた 3 点 

18. 〔レコンキスタ⑦〕レオン王国が（運動の過程で）成立した／運動を進めた 1 点 



 

19. 〔スペイン王国①〕カスティリャ王国とアラゴン王国の合併でスペイン王国が成立した 3 点 

 スペイン王国成立の経緯について，カスティリャ王国王女イサベルとアラゴン王国王子フ

ェルナンドの結婚に言及しているものも可 

 以下，スペイン王国をイスパニア王国と表記しても可 

20. 〔スペイン王国②〕スペイン王国は国土回復運動（レコンキスタ）を完成させた 3 点 

21. 〔スペイン王国③〕（イスラーム勢力最後の拠点は）ナスル朝のグラナダ 3 点 

 ナスル朝とグラナダどちらか一方にのみ言及している場合は 2 点のみ 

22. 〔中央集権化〕スペイン王国／ポルトガル王国は中央集権化を進めた 5 点 

 「スペイン王国／ポルトガル王国は王権を強化した」などの表現も可 

 

＊ 東欧への膨張と政治的変動（基準の合計 44 点→22 点満点） 

23. 〔東方植民〕（エルベ川以東では）（東方）植民が行われた 5 点 

24. 〔ドイツ騎士団①〕（エルベ川以東に）ドイツ騎士団が進出した 3 点 

25. 〔ドイツ騎士団②〕（ドイツ騎士団は）巡礼者の保護を目的に設立された 3 点 

26. 〔ドイツ騎士団③〕ドイツ騎士団は／東方植民では（エルベ川以東の）開墾を行った 3 点 

27. 〔ドイツ騎士団④〕ドイツ騎士団によって／東方植民ではスラヴ人への布教が進んだ 5 点 

 布教の対象がスラヴ人であることが読み取れないものは 3 点のみ 

28. 〔植民の結果①〕ドイツ騎士団領が成立した 3 点 

29. 〔植民の結果②〕ブランデンブルク辺境伯領が成立した 3 点 

30. 〔ヤゲウォ朝①〕ヤゲウォ（ヤゲロー）朝が成立した 5 点 

 以下，ヤゲウォ朝はリトアニア＝ポーランド王国としても可 

31. 〔ヤゲウォ朝②〕（①は）リトアニアとポーランドの合併で成立した 1 点 

32. 〔ヤゲウォ朝③〕（①が同君連合になったのは）ドイツ騎士団に対抗するため 3 点 

33. 〔ヤゲウォ朝④〕ドイツ騎士団はヤゲウォ（ヤゲロー）朝と争った／に敗れた 3 点 

34. 〔ヤゲウォ朝⑤〕（④の具体例として）タンネンベルクの戦い 1 点 

35. 〔選帝侯国①〕（14 世紀に）ブランデンブルク選帝侯国が成立した 3 点 

 ブランデンブルク選帝侯国について適切な文脈で触れていれば広く許容する 

36. 〔選帝侯国②〕（15 世紀に）ブランデンブルク選帝侯国をホーエンツォレルン家が支配した 3 点 

  



 

Ⅱ（50 点） 

採点基準 

Ⅱ（基準の合計 52 点→50 点満点） 

＊ 中国人・インド人移民の流入と排斥（基準の合計 46 点→23 点満点） 

1. 〔流入の要因①〕南北戦争後，労働力が不足した 3 点 

2. 〔流入の要因②〕（①の原因）（北部で）工業化が進んだ 3 点 

3. 〔流入の要因③〕（①の原因）（南部で）奴隷制が廃止された 3 点 

4. 〔流入①〕移民が（南北戦争後の）労働力不足を補った 3 点 

5. 〔流入②〕中国人移民が流入した 5 点 

6. 〔流入③〕インド人移民が流入した 3 点 

7. 〔流入④〕（②／③は）ゴールドラッシュが契機となった 1 点 

8. 〔流入⑤〕中国人移民は大陸横断鉄道の建設に携わった 3 点 

 建設に関与したことが読み取れれば広く許容（例：「建設の重要な労働力となった」） 

9. 〔流入⑥〕中国／インド／アジア系移民は肉体労働に従事した／農園で働いた 3 点 

 下層労働者として働いたことが読み取れれば広く許容（例：「プランテーションなどで使役

された」） 

10. 〔流入⑦〕中国／インド／アジア系移民は苦力／クーリーと呼ばれた 3 点 

11. 〔排斥の要因①〕（中国／インド／アジア系移民は）低い賃金で働いていた 3 点 

12. 〔排斥の要因②〕（中国／インド／アジア系移民は）異なる文化を有していた 3 点 

 白人とアジア系移民との間に文化的な摩擦が生じたことが読み取れれば可 

13. 〔中国人排斥①〕白人（下層）労働者が中国人移民を恐れた／敵視した／差別した 5 点 

14. 〔中国人排斥②〕1882 年の移民法で中国人移民が禁止された 5 点 

 

＊ 日本人移民の流入と排斥（基準の合計 40 点→23 点満点） 

15. 〔日本人流入の要因〕（禁止された）中国人移民の代替労働力が必要だった 5 点 

 中国人移民の排斥と日本人移民の増加を結び付けていれば表現は広く許容 

16. 〔日本人流入①〕日本人移民が流入した 5 点 

17. 〔日本人流入②〕（日本人移民は）肉体労働に従事した／農園で働いた 3 点 

 下層労働者として働いたことが読み取れれば広く許容（例：「プランテーションなどで使役

された」） 

18. 〔日本人排斥①〕日本人移民が排斥された／移民の流入が社会問題となった 3 点 

 「日本人移民が敵視された／差別された」などの直接的な表現も可 

19. 〔日本人排斥②〕（①の背景）黄禍論が流行した 5 点 



 

20. 〔日本人排斥③〕（①の結果）日米紳士協定で日本人移民の制限／自主規制が決まった 5 点 

21. 〔日本人排斥④〕1924 年の移民法で日本人／アジア系移民が（事実上）禁止された 5 点 

 「禁止」を「制限」としているものは 3 点のみ 

22. 〔日本人排斥⑤〕ワスプ（WASP）／プロテスタントのイギリス系白人が（非白人）差別をした

 3 点 

23. 〔日本人排斥⑥〕（アメリカ社会で）保守／排外的な価値観が強まった 3 点 

24. 〔日本人排斥⑦〕（⑥の例示）第一次世界大戦後／1919 年にアメリカで禁酒法が制定された 3 点 

 時期を明示していない場合は 2 点のみ 

 

＊ 日本人移民の移住先の変容（基準の合計 15 点→6 点満点） 

25. 〔移住先の変容①〕朝鮮／台湾／満洲への移住者が増えた 5 点 

26. 〔移住先の変容②〕朝鮮／台湾は日本の植民地だった／植民地への移住者が増えた 5 点 

27. 〔移住先の変容③〕東南アジア／ラテンアメリカ／中南米への移住者が増えた 5 点 

 「ブラジル」など各地域の具体的な国名を挙げても可 

  



 

Ⅲ（50 点） 

採点基準 

Ⅲ（基準の合計 60 点→50 点満点） 

＊ 韓国併合までの経緯（基準の合計 38 点→20 点満点） 

1. 〔経緯①〕韓国（大韓帝国）は（第 1 次／第 2 次／第 3 次）日韓協約を結ばされた 5 点 

 以下，韓国は大韓帝国としても可 

2. 〔経緯②〕（第 1 次日韓協約で）日本は（財政と外交に関する）顧問の任命権を得た 3 点 

 日本が韓国に顧問を派遣したことが読み取れれば可 

 第 1 次日韓協約の内容であることが読み取れない場合は 2 点のみ 

3. 〔経緯③〕ポーツマス条約で日本がロシアに韓国の優越権／指導権／監督権を認めさせた 3 点 

4. 〔経緯④〕（第 2 次日韓協約で）韓国が保護国化された／外交権を奪われた 3 点 

 第 2 次日韓協約の内容であることが読み取れない場合は 2 点のみ 

5. 〔経緯⑤〕統監府が設置された 3 点 

6. 〔経緯⑥〕初代統監は伊藤博文であった 1 点 

7. 〔経緯⑦〕日露協約が結ばれた 1 点 

8. 〔経緯⑧〕ハーグ密使事件が起きた 3 点 

 事件の内容を説明した記述も可（例：「皇帝がハーグ万国平和会議に使節を送った」） 

9. 〔経緯⑨〕（⑧の後）皇帝／高宗が退位させられた 1 点 

10. 〔経緯⑩〕（第 3 次日韓協約で）行政権／司法権／内政の権利が奪われた 3 点 

 軍隊が解散させられたことを指摘しても可 

 第 3 次日韓協約の内容であることが読み取れない場合は 2 点のみ 

11. 〔経緯⑪〕義兵闘争（義兵運動・義兵）が起きた 3 点 

 日本に抵抗する武装運動が起こったことが読み取れれば可とする 

12. 〔経緯⑫〕愛国啓蒙運動が起きた 3 点 

 内容が説明できていれば可（例：「教育を通じたナショナリズム運動」） 

13. 〔経緯⑬〕伊藤博文が安重根に暗殺された 3 点 

 安重根について触れていない場合は 2 点のみ 

14. 〔経緯⑭〕1910 年に日本は韓国を併合した 3 点 

 年号が欠けている場合は不可 

 

＊ 日本の植民地政策の変遷（基準の合計 48 点→40 点満点） 

15. 〔総督府①〕朝鮮総督府が設置された 3 点 

16. 〔総督府②〕武断政治が行われた 3 点 



 

17. 〔総督府③〕民族運動が弾圧された／土地調査事業が行われた 3 点 

 朝鮮総督府が行った植民地政策の具体例に 1 つでも言及できていれば加点 

 「言論／出版／集会／結社の自由が奪われた」も可 

 「インフラが整備された」も可 

 「米の品種改良／増産が行われた」も可 

 「日本語教育を中心とした「同化」政策が行われた」も可 

 「近代化政策が行われた」も可とする 

18. 〔三・一独立運動①〕（1919 年に）三・一独立運動が起こった 3 点 

19. 〔三・一独立運動②〕（①は）日本からの独立を求める／「独立万歳」を叫ぶ運動であった 1 点 

20. 〔三・一独立運動③〕（①は）民族自決の潮流に影響を受けた 5 点 

21. 〔三・一独立運動④〕（①は）「十四カ条」に影響を受けた 3 点 

22. 〔三・一独立運動⑤〕（①は）ロシア革命に影響を受けた 3 点 

23. 〔三・一独立運動⑥〕（①は）軍隊／警察／憲兵に弾圧された 1 点 

24. 〔三・一独立運動⑦〕三・一独立運動を機に（武断政治から）「文化政治」に転換した 5 点 

 「武断政治／言論統制を緩めた」など「文化政治」の語を記述できていない場合は 3 点のみ 

25. 〔三・一独立運動⑧〕（「文化政治」では）社会主義運動／反日独立運動は弾圧された 1 点 

26. 〔日中戦争①〕日中戦争が開始されると皇民化政策が実施された 5 点 

 日中戦争を背景として指摘できていなければ 3 点のみ 

27. 〔日中戦争②〕（①で）創氏改名が行われた 1 点 

28. 〔日中戦争③〕（①で）神社参拝の強制／日本語使用の徹底が行われた 1 点 

29. 〔日中戦争④〕朝鮮から日本に人員／物資が送られた 3 点 

30. 〔日中戦争⑤〕朝鮮人は日本で待遇の悪い労働／強制労働に従事させられた 1 点 

 「朝鮮人は日本で民族差別を受けた」も可 

31. 〔日中戦争⑥〕日本は「大東亜共栄圏」を構想した 1 点 

32. 〔日中戦争⑦〕日中戦争／太平洋戦争末期には（朝鮮で）徴兵制が行われた 3 点 

 日中戦争／太平洋戦争を背景として指摘できていなければ 2 点のみ 

33. 〔日中戦争⑧〕戦場には（朝鮮の）軍属／「慰安婦」が送られた 1 点 

34. 〔日中戦争⑨〕（第二次世界大戦後）朝鮮は日本の支配から脱した 1 点 


